
4．訪問リハビリテーション  

（訪問リハビリテーション）  

小項目  確認のための材料  大項目  確認事項   中項目  

〃  

び同意の取組状況  

いて説明し、同意を得ている。  

利用者の情報の把握及び課題   

分析の取組状況   

Ⅰ．介護サービ  

スの内容に関  

する事項  

1．介護サービスの提供開始  

時における利用者に対する説  

明及び契約等に当たり、利用  

者の権利擁護等のために講じ  

ている措置  



（訪問リハビリテーション）  

確認のための材料  

ハビリテーション計画の作成及  利用者及びその家族の希望の記録があるリハ  

び同意の取組状況   ビリテーション実施計画書（又はこれに準ずるも  

の）、又は訪問リハビリテーション計画の検討会  

議の議事録がある。  

利用者又はその家族の署名若しくは記名捺印  



（訪問リハビリテーション）  

確認のための材料  

を記載した請求明細書（写）がある。  

常生活活動、生活環境の把握の  

イタルサイン等）を把握している。   



（訪問リハビリテーション）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料  

利用者の「日常生活活動」及び「生活環境」を  

記載した記録がある。  

利用者の「日常生活活動」「生活環境」  
③  

を把握している。  
（  ）  

利用者が利用しているその他の保健医療サー  

ビス又は福祉サービスの利用状況を記載した  

利用者が利用しているその他の保健医  

④療サービス又は福祉サービスの利用状  

況を把握している。  



（訪問リハビリテーション）  

確認のための材料  確認事項   小項目  中項目  大項目  

認知症の利用者l一対するサーヒ●ス  2．利用者本位のサービスの   

質の確保のために講じている   

措置   

llU叫′ヽHM二V，′▼l▼リJl」■口l－′ヽつ7▼V′■－′ヽl   

l  

従業者に対する認知症及び認知症ケアに関す 
の質の確保の取組状況   

る研修計画がある。  

従業者に対する認知症及び認知症ケア  
従業者に対する認知症及び認知症ケアに関す  

①に関する知識及び理解を深めるための  
る研修の実施記録がある。  

研修を実施している。   

（  ）  

認知症利用者への対応及び認知症ケアに関  

するマニュアル等がある。  
認知症利用者への対応及び認知症ケ  

② 
ァの質を確保する仕組みがある。   （  ）   

7 プライハ●シーの保護の取組状況   

プライバシー 保護の取組みに関するマニュアル  

等がある。  

従業者に対して、プライバシー 保護の  保護に関する研修の実施記録が  
① 

取組みに関する周知を図っている。  ある。  

（ ）  



（訪問リハビリテーション）  

中項目   小項目   確認事項   確認のための材料  

8計画的な理学療法、作業療法、  

言語聴覚療法の取組状況   訪問リハビリテーション計画に、目標及び達成  

時期の記載がある。  

訪問リハビリテーション計画において、  
① 

目標及び達成時期を明確にしている。    （ ）  

生活機能改善を目的とした、理学療法、作業  

療法、言語聴覚療法、その他 リハビリテーショ  

生活機能改善を目的とした、理学療法    ンの観点から必要な支援を実施した記録があ  

、作業療法、言語聴覚療法、その他リハ  
②  

ビリテーションの観点から必要な支援を  ）  

実施している。   

の状況   訪問リハビリテーション計画に基づい て、住宅  

改修の必要性について検討した記録がある。  
訪問リハビリテーション計画に基づいて  9住宅改修の必要性に関する連携    ①、住宅改修の必要性に ついて検討して  

いる。  
（ ）  



（訪問リハビリテーション）  

大項目  中項目  確認事項  小項目   確認のための材料  

u 

介護支援専門員を通じて住宅改修事業者と連Il  

携をとった記録がある。  
て住宅改修事業  

② 
（  ）   

10福祉用具の必要性に関する連携  
訪問リハビリテーション計画に基づいて、福祉  

の状況   
訪問リハビリテーション計画に基づいて  

①、福祉用具の必要性について検討して  

いる。  
（ ）  

介護支援専門員を通じて福祉用具事業者等と  

連携をとっている記録がある。  
介護支援専門員を通じて福祉用具貸与  

②  
事業者等と連携をとっている。  （  

）  



（訪問リハビリテーション）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料  

11本人・家族に対する支援の取組  

状況   ケア実施項目に、利用者の介護者の心身の状  

況を記載した記録がある。  

利用者の介護者の心身の状況を把握し  
＋  

ている。  （ ）  

利用者又はその家族が行う生活機能維持・向  

上の内容、方法等について、利用者又はその  

利用者又はその家族が行う生活機能維  

②持・向上の内容、方法等について、利用  

者又はその家族に対して説明している。  
（ ）  

訪問リハビリテーション計画書または訪問リハ  

ビリテーション実施記録に、利用者又はその家  

族の精神的な悩み、不安等に対する支援を実  

／乍h  

利用者又はその家族の精神的な悩み、      施した記録がある。  



（訪問リハビリテーション）  

l112予防的視点からのリハビリテーシ】l   ll  

▲一．一 
日  

ヨンの取組状況  
実施しており、寝たきり、廃用症候群、転倒、骨  

折、誤礁、閉じこもり、認知機能の低下等のい  

予防的な視点からリハビリテーションを  

計画、実施しており、寝たきり、廃用症  

①候群、転倒、骨折、誤礁、閉じこもり、認  

知機能の低下等のいずれかについて、  
（  ）   

予防的な対応を実施している。   

13病状の急な変化に対する対応の  
利用者の病状が急に変化した時の連絡方法  

質の確保の取組状況   
についての記載がある訪問リハビリテーション  

事業者におけるマニュアル等及び病状が急に  

変化した時の連絡方法についての記載がある  

利用者向けの説明文書がある。  
利用者に、病状が急に変化した時の連  

① 
絡方法を示している。   （  ）  



（訪問リハビリテーション）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料  

14他サービスヘの移行支援の取組  他サービス（適所サービス、訪問サービス等）  

状況   への移行について、利用者やその家族に説明  

している。また、その記録がある。  

利用者の目標達成度に応じて、他サー     他サービス（適所サービス、訪問サービス等）  

① ビス（適所サービス、訪問サービス等）利  への引き継ぐためのマニュアルまたは連絡表  

用への移行を支援している。   がある。  

（  ）  

3．相談、苦情等の対応のため  15 相談、苦情等対応の仕組み   重要事項説明書等利用者に交付す文書に、  

に講じている措置  相談、苦情対応窓口及び責任者が明記されて  

いる。  

利用者又はその家族からの相談、苦情  相談、苦情等対応に関するマニュアル等があ  
① 

等に対応する仕組みがある。  る。  

（ ）  



（訪問リハビリテーション）  

確認のための材料   

相談、苦情等対応の経過を記録してい  

利用者又はその家族に対する説明記録がある  

②用者又はその家族に説明している。  

改善等のために講じている措  

ーション報告書を作成している。   

テーション計画の評価を実   



（訪問リハビリテーション）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料  

18訪問リハビリテーション計画の見  

直しの取組状況   
見直しの結果、変更が必要な場合、訪問リハビ  

リテーション計画書に、見直した内容及び目付  

リテーション計画書に更新日を記載している。  
訪問リハビリテーション計画の見直しを  

居宅サービス計画の変更について、介護支援  

専門員に提案した記録がある。  
訪問リハビリテーション計画書の見直し  

の結果、居宅サービス計画の変更が必  



（訪問リハビリテーション）  

確認のための材料  確認事項   小項目  中項目  大項目  

19 主治医との連携の取組状況  5．介護サービスの質の確保、   

透明性の確保等のために実施   

している施設外の機関、地域   

住民等との連携  

王7日医刀ヽb〔り昆月「司ソ／ヽ⊂ソフ「‾ン′ヨ／ー日′」、〟1′l木  

管されている記録ファイルがある。  
主治医から、訪問リハビリテーションに  

① 
関する指示を受けている。  （  ）  

主治医との間で、リハビリテーションの方針につ  

いて相談又は連絡したことを示す文書がある。  
主治医との間で、リハビリテーションの  

② 
方針について確認している。  （  ）   

20介護支援専門員等との連携の取  
3ケ月に一度以上、介護支援専門員への報告  

組状況   
介護支援専門員に対し、定期的に、訪   の記録がある。  

①間リハビリテーションの実施状況を報告  

している。   
（  ）  

必要に応じ、サービス担当者会議に出席した  

必要に応じ、サービス担当者会議に出  

②席している。  

□該当なし  
（  ）  



（訪問リハビリテーション）  

確認のための材料  確認事項  小項目  中項目  大項目  

21地域との連携、交流等の取り組  事業所のサービス内容を記載した広報誌、パ  

み状況   
ンフレット等がある。  

事業所のサービス内容について、地域  
① 

への情報提供を行っている。   

項目数   5   21   36   41  



（訪問リハビリテーション）  

確認のための材料  確認事項   大項目  中項目  小項目  

方  

、法令等の周知の取組状況   

l l  
倫理規程がある。  

従業者が守るべき倫理を明文化してい  
①  

る。  （ ）  

倫理及び法令遵守に関する研修の実施記録  

がある。  

従業者を対象とした、倫理及び法令遵  
②  

守に関する研修を実施している。  資料がある。  

（ ）   

毎年度の経営、運営方針等が記載されている  

事業計画又は年次計画がある。  23 計画的な事業運営の取組状況  ① 事業計画を毎年度作成している。  （ ）  

6．事業運営に係る基本的な  Ⅱ．介護サー  

施設の運営に ている措置   

関する事項   



（訪問リハビリテーション）  

24事業運営の透明性の確保の取  
事業計画、財務内容等を閲覧に供することを明  

組状況   
記した文書があるとともに、閲覧できることが確  

認できる。  
事業計画、財務内容等に関する資料を  

① 
閲覧可能な状態にしている。   （  ）  

25改善課題の周知及び改善のため  

の取組状況   現場の従業者と幹部従業者との業務改善会議  

等であることが確認できる記録がある。  
事業所の改善課題について、現場の従  

（丑業者と幹部職員とが合同で検討する仕  

組みがある。  
（ ）  

7．事業運営を行う組織の統  

率、業務分担こ情報の共有等  組状況   組織体制、従業者等の権限、業務分担、協力  

体制等に関する諸規程がある。  
のために講じている措置   

事業所の組織体制、従業者等の権限、  
① 

業務分担、協力体制等を定めている。  



（訪問リハビリテーション）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料   

27従業者間で情報を共有するため  

の取組状況   
利用者に関する情報について、関係する従業 

者が確認する仕組みを設けて、チームケアを行  

利用者に関する情報について、関係す  っている記録がある。  

①る従業者が確認する仕組みを設けて、  

チームケアを行っている。   
（ ）  

カンファレンスが定例化されていることが確認で  

きる文書がある。  

カンファレンスが定例的に開催されてい  
②  カンファレンスの実施記録がある。  

る。  



（訪問リハビリテーション）   



（訪問リハビリテーション）  

確認のための材料  

事故防止に関するマニュアル等がある。  

事故防止に関する研修計画及び研修実施記  

事故報告書及びげりり、ツト報告に関する様式が  

ある並びに事故事例及びげり・ハット事例の収集  

、分析及び対応に関する手続きが定められたマ  

ニュアル、フローチャート等がある。  



（訪問リハビリテーション）   



（訪問リハビリテーション）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料   

31衛生管理の取組状況   代表的な感染症として、MRSA、疹癖、結核、 

緑膿菌、肝炎について、各感染症の原因等に  

関する解説及び防止対策についての記載があ  

るマニュアル等がある。  

感染症予防に関する研修計画及び研修実施  

記録がある。  

感染事例又はヒヤリハット事例の記録、当該事  

例を検討した会議録及び検討結果に基づく是  

正経過記録がある。  

①感染防止のための仕組みがある。   

日常的な手指消毒、うがい、口腔保清等の実施  

記録がある。  

感染性廃棄物の取扱いについて定められたマ  

ニュアル等がある。  

（  ）  



（訪問リハビリテーション）  

大項目   中項目   確認のための材料   

感染症発生時の対応手順を明記したマニュア  

ル、フローチャート等がある。  

② 感染発生時に対応する仕組みがある。         感染症についての研修実施の記録がある  

（ ）  

体調の悪い理学療法士、作業療法士、言語聴  

覚士等の交代基準の記載があるマニュアル、  

体調の悪い理学療法士、作業療法士、  

③言語聴覚士等の交代基準を定めている  
（ ）  

刃   ”  ”  



（訪問リハビリテーション）   



（訪問リハビリテーション）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料  

個人情報保護に関する規程を事業所内に掲示  

している。  

個人情報保護に関する規程を公表して  
③  

いる。  の掲載がある。  

（  ）  

33サービス提供記録の開示の取組状  利用者の求めにより、サービス提供記録を開示  
況   

する手続を定めた規程等がある。  
利用者の求めにより、サービス提供記  

録を開示する仕組みがある。   （  ）  

10．介護サービスの質の確保  
新任従業者（常勤及び非常勤の全てを対象と  

のために総合的に講じている  等の取組状況   
する。）に対する研修計画がある。  

措置   サービスに従事する新任従業者を対象  

とした研修を実施している。  新任従業者（常勤及び非常勤の全てを対象と  
① 

□該当なし  する。）に対する研修の実施記録がある。  

（ ）  



（訪問リハビリテーション）  

確認のための材料  確認事項  大項目  中項目  小項目  

現任従業者（常勤及び非常勤の全てを対象と  

する。）に対する研修の計画がある。  

サービスに従事する現任従業者（常勤  
現任従業者（常勤及び非常勤の全てを対象と  

②及び非常勤の全てを対象とする。）を対  
する。）に対する研修の実施記録がある。  

象とした研修を実施している。  

（ ）   

35 利用者等の意向等を踏まえたサー   経営改善のための会議において、利用者の意   

ビス改善の取組状況  利用者の意向、意向調査結果、満足度  

①調査結果等を、経営改善プロセスに反  

映する仕組みがある。  
（  ）  

自己評価の実施記録がある。  

て、定期的に自己評価  
② 

（  ）  

事業所全体のサービス内容を検討する会議の  

事業所全体のサービスの質の確保につ  

いて検討する仕組みがある。   
（  ）  



（訪問リハビリテーション）  

大項目   確認のための材料  

36マニュアルの活用及び見直しの取組  
マニュアル等について、従業者が自由に閲覧  

状況   
できる場所に設置してある。  

マニュアル等は、いつでも閲覧できる場  
① 

所に備え付けている。   
（  ）  

マニュアルの見直しについて検討された記録が  

ある。  
マニュアルの見直しについて検討して  

②   
いる。   

（  ）   

項目数   29   43   

合計項目数   




